
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□SDGsと都市計画マスタープラン□ 

平成 27 年（2015 年）に 17 の目標と 169 のターゲットからなる「持続可能な開発

目標」（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）が国際連合で採択されました。

千歳市においても、ＳＤＧｓの 17 の目標に関連づけて施策を推進しています。都市計

画マスタープランは、主に「すべての人に健康と福祉を」や「働きがいも経済成長も」、

「産業と技術革新の基盤をつくろう」、「住み続けられるまちづくりを」、「陸の豊かさも

守ろう」、「パートナーシップで目標を達成しよう」などに関連しており、目標達成に向

け貢献していきます。 



 

 

□都市計画マスタープランとは□ 

都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に位置付けられる「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、

都市計画に関わる土地利用の方針、都市施設の整備方針などについて、おおむね２０年後を見据え策定する計画です。 

□千歳市第３期都市計画マスタープラン□ 

千歳市は、平成 11 年（1999 年）に第１期、平成24 年（2012 年）に第２期を策定し、社会経済情勢の変化に対応しな

がら都市の将来像や土地利用などの方向性を明らかにするとともに、千歳市の特性を生かしたまちづくりを進めてきました。

第２期の策定から 10 年余りが経過し、少子高齢化の進展など大きな変革の時代を迎えており、時代の変化への対応が求め

られています。また、人口の増加などを発展の機会と捉え、市民協働による自主自立の自治体運営と地域社会の持続的な発

展や市民生活の向上を目指すため、

将来都市ビジョンを再構築し、土地

利用や都市生活を支える諸施設の計

画などの方針として千歳市第３期都

市計画マスタープランを策定しまし

た。 

□計画の位置づけ□ 

都市計画マスタープランは、「千歳

市総合計画」、北海道が定める「千歳

恵庭圏都市計画 都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針」に即し、

各関連計画と連携・整合を図りなが

ら、都市計画事業やその他のまちづ

くり施策を進め、将来都市像の実現

を図ります。千歳市が決定する都市

計画に関する事項は、この計画に基

づいて定められます。 

□計画の期間と対象範囲□ 

都市計画マスタープランの対象範

囲は、千歳市の都市計画区域としま

す。計画の期間は、おおむね20年後

の都市のあるべき姿を目標とし、令和

23年（2041年）を目標年次とします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口増加へ 

の対応 

将来の人口 

減少・少子 

高齢化への 

対応 

工業・流通 

業務地の形成 

▶新たな住宅地の形成について検討し

ます。 

▶人口増加の機会を生かし、都市機能の

増進、安全性や利便性の確保を進める

ことで持続可能な都市構造の構築に

つなげ、人口減少に転じる前から人口

減少期を見据えたまちづくりを進め

ます。 

その他の 

課題へ対応 

千歳市に生ま

れた新たな

“強み”の活用 

▶必要に応じて、新たな工業地の形成に

ついて検討します。 

より地域の 

特性に応じた

計画 

▶中心市街地の賑わい創出のため、まち

なかの回遊性を高め、市民や観光客な

どがたくさん訪れるまちづくりを進

めます。 

▶千歳市地域防災計画や千歳市強靭化

計画と連携し、防災・減災の取組を進

めます。 

▶近年の千歳市における動向をさらな

る発展のための“強み”と捉え、それぞ

れの強みを生かしていく都市づくり

の方針を定めます。 

▶より地域の特性に応じた計画とするた

め、市街地中部地域及び市街地西部地域

を［鉄道以南］、［鉄道以北］に分け、１

地区６地域の地域区分とします。 
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計画の概要 

計画の見直しの要点 



□目指す都市像 

本計画の目指す将来都市像は、千歳市第７期総合計画と同一のものとし、             とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□基本目標 

将来都市像を実現するため、これ

までのまちづくりの進捗や現状、市

民会議からの提言、市民アンケート

調査などを踏まえ、［定住］［活動］［交

流］［安全］［持続］の５つの視点から

目標を定めます。 

 

[定住] 

誰もが将来にわたり快適に住み続け

られる都市づくり 

豊かな自然や良好な景観、中心市

街地の賑わいなどの魅力を高め、快

適に住み続けられる都市づくりを目

指します。 

[活動] 

市民活動や企業活動が発展する都市

づくり 

物や人の行き来が盛んな工業・商

業などの産業集積を図るとともに、

新しい生活様式に対応した市民活

動や企業活動が発展する都市づく

りを目指します。 

[交流] 

人と物が活発に行きかう賑わいと活

力ある都市づくり 

交通の要衝であることを生かし、

魅力ある観光拠点の充実や市街地の

魅力向上、空港とともに成長・発展を

続ける都市づくりを目指します。 

[安全] 

災害に備えた安心・安全で自然と共

存する都市づくり 

市民の生命や財産を守るため、災

害などに備えた安心・安全で自然と

共存できる都市づくりを目指しま

す。 

[持続] 

多様性があり持続可能で効果的な都

市づくり 

地球環境に配慮するとともに、多

様性と包摂性があり、持続可能で効

率的な都市づくりを目指します。 

[定住・安全・持続]の将来都市構造図 

[活動・持続]の将来都市構造図 

[交流・持続]の将来都市構造図 
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全体構想 
○目指す都市像と基本目標、将来都市構造 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住宅系土地利用の方針 

○便利で安心して暮らせる住宅地の形成 

○ゆとりと潤いのある住宅地の形成 

○住宅地の環境保全や多様化する市民

ニーズへの対応 

 

■商業系土地利用の方針 

○都市機能の集積による賑わいの創出 

○利便性・快適性に優れた身近な商業

地空間の形成 

■工業系土地利用の方針 

○交通利便性を生かした効率的・効果

的な工業地の形成 

○居住環境などに配慮した土地利用の

促進 

■道路・交通の方針 

○広域的な道路・交通ネットワ

ークの充実 

○都市内の道路・交通ネッ

トワークの確保 

○安全・快適で使いやすい道

路空間の整備 

 

■水と緑の環境形成の方針 

○豊かな自然環境の保全と

継承 

○都市環境との調和 

○誰もが親しめる公園緑地

づくり 

■住宅・住環境の方針 

○良好な住環境の形成 

○住み手のニーズに対応し

た公営住宅の整備 

○長く住み続けられる住ま

いづくり 

 

■上下水道・廃棄物処理の方針 

○水道・下水道施設の適切

な維持管理 

○水道・下水道事業におけ

る災害対策 

○環境負荷の低減と経済

性・効率性を考慮した廃

棄物処理 

 

■公共・公益施設の方針 

○将来の市街地規模にあわ

せた適切な施設配置 

○既存施設の計画的な改修

と維持管理 

○環境やユニバーサルデザ

インに配慮した施設整備 

■防災まちづくりの方針 

○災害に強い市街地づくり 

○防災拠点や避難所・避難路

などの確保 

○防災・災害に備える体制づ

くり 

 

■景観まちづくりの方針 

○地域の資源となる景観の

保全 

○多くの人が訪れたくなる

魅力的な景観づくり 

○市民協働による千歳らしい

景観づくり 

 
■ひと・もの・にぎわい・交流まちづくりの方針 

○市内でのにぎわいや回遊を促す多様な機能の形成 ○空港機能などを生かした効率的な物流環境の形成 

○千歳市の特性を生かした資源・人材交流の促進 

この方針図は、将来の土地利用などの方向性を示
す参考図であり、市街化区域または市街化調整区
域の区分や用途地域、道路などを具体的に定める
ものではありません。 
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全体構想 ○分野別の方針 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中心市街地地区 

 

地区づくり 

の目標 

□利便性の高さや地域の資源を有効に活用した快適で安心して暮らせる地域づくり 

□千歳川や青葉公園などの自然環境を生かした魅力・賑わいのある地域づくり 

■市街地中部地域 

[鉄道以南] 

 

地域づくり 

の目標 

□交通結節点としての機能や多様に集積する都市機能を有効に活用した便利で安心して

暮らせる地区づくり 

□集積する都市機能と千歳川の魅力を生かした多くの人が集い賑わう地区づくり 

□利便性の高さや地域の資源を有効に活用した快適で安心して暮らせる地域づくり 

□千歳川や青葉公園などの自然環境を生かした魅力・賑わいのある地域づくり 
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地域別構想 
○１地区６地域の地域づくり方針 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市街地中部地域 

[鉄道以北]】 

 

■市街地西部地域 

[鉄道以南] 

 

 

地域づくり 

の目標 

□利便性の高さや地域の資源を有効に活用した快適で安心して暮らせる地域づくり 

□千歳川などの自然環境や道の駅の交流機能を生かした魅力・賑わいのある地域づくり 

地域づくり 

の目標 

□地域の商工業機能などと共に、住み続けられる地域づくり 

□居住機能と工業地が共存した活力ある地域づくり 

□河川などの地域資源を生かした魅力的な地域づくり 
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地域別構想 
○１地区６地域の地域づくり方針 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■泉沢地域 

□地域の商業・医療機能などと共に、住み続けられる地域づくり 

□河川や保安林などの地域資源を生かした魅力的な地域づくり 

□豊かな自然環境を生かしたゆとりのある住みよい地域づくり 

□広域交通アクセスを利用した活力ある地域づくり 

□森林・河川とのふれあい空間や公園などのオープンスペースを生かした楽しみながら

交流できる魅力的な地域づくり 

地域づくり 

の目標 

地域づくり 

の目標 

■市街地西部地域 

[鉄道以北] 

 

□地域の商業・医療機能などと共に、住み続けられる地域づくり 

□河川や保安林などの地域資源を生かした魅力的な地域づくり 

□豊かな自然環境を生かしたゆとりのある住みよい地域づくり 

□広域交通アクセスを利用した活力ある地域づくり 

□森林・河川とのふれあい空間や公園などのオープンスペースを生かした楽しみながら

交流できる魅力的な地域づくり 

■泉沢地域 
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■新千歳空港周辺地域 

 

□各主体の役割 

■市民・事業者に期待される役割 

市民は、安心で快適な住みよいまちをつくるため、まちづくりに積極的・主体的に参加するとともに、市民相互の理解

と協力により、継続的なまちづくりを行っていくことが求められます。また、事業者も市民のひとりとして市民協働によ

るまちづくりに取り組むことが必要です。 

■行政の役割 

行政は、市民協働によるまちづくりが円滑に進むよう市民や事業者に対して必要な情報提供や活動支援を行います。ま

た、本計画に基づき、道路や公園など、都市施設の整備や土地利用に係る規制・誘導について、国・北海道などの関係機

関と調整・連携を図りながら、総合的かつ計画的な都市づくりを展開します。 

□まちづくり参加の手立て 

「まちづくりへの意識啓発」、「個別事業での取組」、「地区計画制度などの活用」、「関連計画や千歳市立地適正化計画と

連携した推進」を進めていきます。 

□計画の見直し 

今後、上位計画の見直し、都市環境や社会経済情勢の変化などにより、まちづくりの方向性に大きな変化が生じた場合

には、本計画の見直しを適宜行うものとします。 

□新千歳空港など交通ネットワークを生かした産業集積と世界に羽ばたく人材を育てる

地域づくり 

□人が集まり魅力と機能が結びつき、楽しく交流できる地域づくり 

地域づくり 

の目標 

【お問い合わせ先】 

千歳市企画部まちづくり推進課 

〒066-8686 千歳市東雲町２丁目34番地（本庁舎４階43番窓口） 

電話：0123-24-3131（代表） FAX：0123-22-8854 E メール：machi@city.chitose.lg.jp 
 
【計画・策定の経緯】 

計画や策定の経緯などは、千歳市のホームページでご覧いただけます。 

https://www.city.chitose.lg.jp/docs/11410.html 

地域別構想 
○１地区６地域の地域づくり方針 

計画の推進 


